


別表2（第2条、第6条関係）
バリアフリー改修工事
	補助対象となる工事
	[bookmark: _GoBack]単位当たりの基準額 

	(1) 通路の拡幅
	(1) 通路の幅を拡張する工事
	166,100 円
	 / ㎡

	
	(2) 出入口の幅を拡張する工事
	189,200 円
	 / 箇所

	(2) 階段の改良
	階段の勾配を緩和する工事
	585,000 円
	 / 箇所

	(3) 浴室の改良
	浴室全体の改修工事を行うものとし、下記の①Ⅰ～Ⅲのいずれかに該当する工事と併せて、②Ⅰ～Ⅳの全てに該当するものであること
	改修後の浴室内寸法面積が、2.55㎡未満

	
	① 次のⅠ～Ⅲのいずれかに該当するもの
	850,000 円
	 / 箇所

	
	　Ⅰ 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
	
	

	
	　Ⅱ 洗い場からの浴槽のまたぎ高さが30cm以上50cm以下の浴槽に取替る工事
	改修後の浴室内寸法面積が、2.55㎡以上

	
	　Ⅲ タイル床から滑りにくい床材へ改修する工事（現状タイル床のものに限る）
	

	
	② 次のⅠ～Ⅳの全てに該当するもの
	955,000 円
	 / 箇所

	
	　Ⅰ 浴室出入口の段差を2cm以下にすること
	
	

	
	　Ⅱ 浴室への出入り建具を引戸又は折れ戸とこと
	浴室の床面積を増加させる工事

	
	　Ⅲ 改修後、浴室内に壁手すりが設置されていること（浴槽内の手すり除く）
	

	
	　Ⅳ 身体の洗浄を容易にする水栓器具として、レバー式蛇口（シャワー付）同等以上の機能を有しているものを設置すること
	1,231,000 円
	 / 箇所

	(4) 便所の改良
	(1) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
	260,600 円
	 / ㎡　

	
	(2) 便器を座便式のものに取替る工事
	359,700 円
	 / 箇所

	
	(3) 座便式の便器の座高を高くする工事
	298,900 円
	 / 箇所

	(5) 手すりの取付
	(1) 長さ150cm以上の手すりを設置する工事
	19,600 円
	 / m

	
	(2) 長さ150cm未満の手すりを設置する工事
	32,800 円
	 / 箇所

	(6) 床の段差の解消
	(1) 玄関、勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまちの段差を解消する工事
	43,900 円
	 / 箇所

	
	(2) 敷居を撤去し、段差を解消する工事
	10,000 円
	 / 箇所

	
	(3) 上記以外の段差を解消する工事
	35,100 円
	 / ㎡　

	(7) 出入口の戸の改良
	(1) 開戸を引戸、折戸等に取替る工事
	149,700 円
	 / 箇所

	
	(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取替る工事
	13,800 円
	 / 箇所

	
	(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
	ア 戸を吊戸方式に変更する工事
	134,600 円
	 / 箇所

	
	
	イ 上記以外の戸への器具を設置する工事
	26,400 円
	 / 箇所

	(8) 滑りにくい床への改良
	便所、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
	19,800 円
	 / ㎡　

	
	
	
	

	(9) 風除室の設置
	既存のポーチに風除室を設置する工事（新設する場合のみ対象）
	300,000 円
	/箇所







